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国立大学法人福島大学職務発明等規則 

 

制 定  平成１６年１１月２２日 

改 正  平成１７年 ３月２８日  平成１９年 ４月 １日  平成１９年 ４月１６日  平成２０年 ６月 ２日 

平成２２年 ４月 １日  平成２６年１０月 １日  平成２８年 ４月 １日 

 

第 1章 総則 

（目的） 

第１条 この規則は、国立大学法人福島大学職員就業規則（金谷川事業場、附属小学校事業場、附属中学校

事業場（附属幼稚園を含む）、附属特別支援学校事業場）、国立大学法人福島大学契約職員就業規則及び国

立大学法人福島大学パートタイム職員就業規則の規定に基づき、職員等が行った発明等の取扱いについて、

その発明者としての権利を保障し、発明及び研究意欲の向上を図るため、必要な事項を定めることを目的

とする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この規則における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。 

一 「発明等」とは、次に掲げるものをいう。 

イ  特許権の対象となるものについては発明 

ロ 実用新案権の対象となるものについては考案 

ハ 意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作 

ニ 品種登録にかかわる権利の対象となるものについては育成 

ホ  ノウハウを対象とするものについては案出 

二 「職務発明等」とは、本学が費用その他の支援をして行う研究等又は本学が管理する施設設備を利用

して行う研究等に基づき、職員等が行った発明等をいう。 

三  「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。 

イ 特許法に規定する特許権、実用新案法に規定する実用新案権、意匠法に規定する意匠権、半導体集

積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権及び種苗法に規定する育成者権及び外国

における上記各権利に相当する権利 

ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に

規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第３条第１項に規定する回

路配置利用権の設置の登録を受ける権利及び種苗法第３条第１項に規定する品種登録を受ける権利

及び外国における上記各権利に相当する権利 

ハ 著作権法第２条第１項第１０号の２のプログラム著作物及び同号の３のデータベースの著作物に係

る著作権法第２１条から第２８条に規定する著作権及び外国における上記各権利に相当する権利 

ニ イ、ロ又はハに掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能な財産的価値があ

るものであって、副学長のうち学長が指名した者（以下「副学長」という。）が特に指定する権利（ノ

ウハウ等を指す。） 

四 「職員等」とは、次に掲げる者をいう。 

イ 本学の役員 

ロ 本学の職員 
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五 「出願等」とは、特許出願、登録出願等の知的財産に関して法令で定められた権利保護のために必要

な所定の手続を行うことをいう。 

六 知的財産権の「実施」とは、特許法第２条第３項に定める行為、実用新案法第２条第３項に定める行

為、意匠法第２条第３項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第２条第３項に定める

行為、種苗法第２条第５項に定める行為、著作権法第２条第１項第１５号及び同項第１９号に定める行

為並びにノウハウの使用をいう。 

 

（権利の帰属） 

第３条 本学は、職務発明等に係る知的財産権の全部又は一部を承継し、これを所有するものとする。ただ

し、特別の事情があると本学が認めるときは、職員等に帰属させることができる。 

 

第２章 届出及び帰属の決定 

 

（届出及び受理） 

第４条 職員等は、発明等を行ったときは発明等開示書によって、速やかに副学長に届け出るものとする。 

２ 副学長は、前項の届出があったときは、速やかに当該職員等に受理した旨を通知するものとする。 

 

（発明等の審議・知的財産権の出願等） 

第５条 副学長は、前条に規定する届出があったときは、職務発明等の該当の当否、知的財産権の発明者へ

の返却の可否及び返却を行う場合はその知的財産権の持分割合を決定しなければならない。 

２ 前項の決定を行うため、副学長は、第１３条に規定する発明審査委員会に対し、発明等に関する事項を

諮問し、その報告を求めることができるものとする。 

３ 副学長は、第 1項に規定する当該発明等に関する決定を行ったときは、当該職員等に通知するものとす

る。 

４ 副学長は、職務発明等の権利を本学が承継すると決定したときは、出願等を行うことができる。 

 

（異議の申立て） 

第６条 前条第３項の通知を受けた職員等は、前条第１項による決定に異議があるときは、通知を受けた日

から２週間以内に学長に対し、異議を申し立てることができる。 

２ 学長は、前項の申立があったときは、発明審査委員会等の意見を徴した上で異議の当否を決定し、その

旨を副学長に通知するものとする。 

３ 副学長は、前項の決定に従い適切な処置を講ずるものとする。 

 

（任意譲渡） 

第７条 職員等からの届出による発明等について、本学が職務発明等に該当しないと決定した場合に、職員

等から知的財産権を本学に譲渡する申し出があったときは、副学長は、知的財産権の承継の可否を決定す

る。なお、当該決定に当たっては第５条第２項の規定を準用する。 

 

（譲渡書の提出） 

第８条 職員等からの届出による発明等について、本学が承継すると決定したときは、職員等は権利譲渡書
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を本学に提出しなければならない。前条の場合においても同様とする。 

 

（制限行為） 

第９条 職員等は、本学が当該発明等について職務発明等でないと決定し、又は職務発明等であるがその権

利を本学が承継しないと決定した後でなければ出願等をし、又は発明等の権利を第三者に譲渡してはなら

ない。 

 

第３章 補償 

 

（補償金の支払） 

第１０条 本学は、次の各号に掲げる場合において知的財産権を取得したときは、当該知的財産権に係る発

明等をした職員等に対し、発明審査委員会の議を経て、別に定める承継補償金及び登録補償金を支払うも

のとする。 

一 本学が発明等を承継又は所有したとき 

二 本学が承継した発明等について、登録等知的財産に関して法令で定められた権利を受けたとき 

２ 本学は、その所有する発明等又は知的財産権の実施若しくは処分により収益（収入）を得たときは、当

該知的財産権に係る発明等をした職員等に対し、発明審査委員会の議を経て、別に定める実施補償金を支

払うものとする。 

 

（共同発明者に対する補償） 

第１１条 本学は、前条の補償金及び実施補償金（以下「補償金等」という。）を受ける権利を有する職員

等が２人以上あるときは、それぞれの持分に応じて支払うものとする。 

 

（転退職等又は死亡したときの補償） 

第１２条 第１０条及び前条の補償金等を受ける権利は、当該権利に係る職員等が転退職し、又は在籍関係

等終了後も存続する。 

２ 前項の権利を有する職員等が死亡したときは、当該権利はその相続人が承継する。 

３ 前２項の補償は、当該職員等又は相続人の申請を待って行う。 

 

第４章 発明審査委員会 

 

（発明審査委員会の設置） 

第１３条 本学に、職務発明等に関する事項を審議するため、発明審査委員会（以下「審査委員会」という。）

を置く。 

 

（審査委員会の職務） 

第１４条 審査委員会は、次の事項を審議する。 

一 第４条第１項に規定する届出による発明等が、職務発明等に該当するか否かの審査に関すること。 

二 当該職務発明等の技術的評価に関すること。 

三 知的財産権の出願等を行うことができる要件を具備しているか否かの審査に関すること。 
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四 補償金等の支払についての審査に関すること。 

五  職務発明等に該当する知的財産について、本学が承継を維持するか否かの審査に関すること。 

六  第７条に規定する任意譲渡の申出による知的財産について、本学が承継するか否かの審査に関すること。 

七  その他本学が承継した知的財産の管理及び処分の審査に関すること。 

２ 審査委員会は、必要に応じ、当該職員等及び関係者からヒヤリングを行うことができる。 

３  審査委員会は、学長から第６条第２項の異議申立に対する意見を求められたときは、 

 これについて審議し、学長に答申する。 

 

（審査委員会の構成） 

第１５条 審査委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。 

一 副学長のうち学長が指名した者（以下「副学長」という。） 

 二 研究振興課長 

 三 審査委員会の委員長が必要と認めた者 

２ 審査委員会に、委員長及び副委員長を置く。 

３ 委員長は、第 1項第 1号の委員をもって充て、副委員長は、委員の中から委員長が指名する。 

４ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。 

６ 第１項第４号の委員は、学内者又は学外者から委員長の指名に基づき学長が委嘱する。 

７ 第１項第４号の委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠員となった場合の補欠の委

員の任期は、前任者の残任期間とする。 

８  審査委員会に、必要に応じて分野別ワーキンググループを置くことができる。 

９ 審査委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聞くことができる。 

１０ 審査委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同

数のときは、委員長の決するところによる。 

 

第５章 雑則 

 

（秘密の保持） 

第１６条 本学、職員等、審査委員会委員及び関係者は、当該発明等の内容等の事項について、必要な期間

中その秘密を守らなければならない。ただし、本学と職員等が合意の上、公表する場合及び本学又は職員

等の責によらずして公知となった場合は除く。 

 

（転退職後の取扱い） 

第１７条 職員等が転退職した後においても、当該発明等が職務発明等に該当する場合の取り扱いは、この

規則によるものとする。 

 

（庶務） 

第１８条 この規則に関する事務は、研究振興課が行う。 

（外国出願の取扱い） 

第１９条 この規則は、外国の知的財産権を対象とする発明等に関してもこれを準用する。 
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（その他） 

第２０条 この規則に定めるもののほか、第４条１項に規定する発明等開示書、第８条に定める権利譲渡書、

及び、この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

附 則 

１ この規則は、平成１６年１１月２２日から施行し、平成１６年４月１日以降に職員等が届出又は譲渡し

た知的財産から適用する。ただし、この規則の適用前に既に行われた特許出願に基づくこの規則の適用後

の新たな出願等（国内優先権、分割出願等）に係る発明を除く。 

２ この規則の施行後最初に選出される第１５条第１項第３号の委員の任期は、同条第７項の規定にかかわ

らず平成１８年３月３１日までとする。 

３  福島大学発明委員会規程（昭和６０年９月１７日制定）は、廃止する。 

 

附 則 

この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規則は、平成１９年４月１６日から施行し、平成１９年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この規則は、平成２０年６月２日から施行し、平成２０年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規則は、平成２６年１０月１日から施行する。 

 

 

 

この規則は､平成２８年４月１日から施行する。 

 

附 則 


